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改定後（案） 改定前 

ビットキャッシュ利用規約 

 

（～中略～） 

 

第１条（定義） 

本規約において、以下の用語は以下の意味で使用するものとします。 

（１）「ビットキャッシュ」 当社が発行する資金決済法第３条第５項に定める第三者型前払

式支払手段をいいます。  

（略） 

（１０）「資金決済法」 資金決済に関する法律（平成 21年法律第 59号）をいいます。  

（１１）「反社会的勢力等」 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5年を経過

しない者、右翼団体、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団そ

の他これに準ずる者をいいます。 

 

第２条（適用範囲及び変更時の手続き） 

（略） 

２．当社は、本規約を自己の裁量により変更できるものとします。当社は、本規約を変更し

た場合には、ユーザに対し、当社が適当と認める方法により当該変更内容を通知するもの

とし、当該変更内容の通知後、ユーザがビットキャッシュ決済サービスを利用した場合ユ

ーザは、本規約の変更に同意したものとみなします。 

 

第３条（ビットキャッシュの入手） 

１．ユーザは、本サイト、または販売代理店において購入する方法、または、当社の認めた

ウェブサイトや本サイトが独自に発行するポイントとの交換や、加盟店等の行うキャンペ

ーンのプレゼントの方法その他当社が定める方法により、ビットキャッシュを入手するこ

とができます。  

（略）  

３．ユーザが未成年者の場合、ユーザは、ビットキャッシュの購入について、法定代理人の

承諾を予め得るものとします。また、当社及び販売代理店は、法定代理人の承諾を確認で

きない場合等の理由により、ビットキャッシュの販売をお断りする場合があることをユー

ザは予め承諾するものとします。  

 

（～中略～） 

 

第５条（ビットキャッシュの利用） 

１．ユーザは、当社が本サイト等で説明している使用方法に従って、加盟店で販売している

商品等の購入のためにビットキャッシュを利用することができるものとします。但し、ユ

ーザが未成年の場合には、法定代理人の同意を得た上で行うものとします。  

ビットキャッシュ利用規約 

 

（～中略～） 

 

第１条（定義） 

本規約において、以下の用語は以下の意味で使用するものとします。 

（１）「ビットキャッシュ」 当社が発行する前払式支払手段をいいます。  

 

（略） 

（１０）「資金決済法」 「資金決済に関する法律」を名称とする法律をいいます。  

 

 

 

 

第２条（適用範囲及び変更時の手続き） 

（略） 

２．当社が必要と判断した場合には、ユーザにあらかじめ通知することなくいつでも本規約

を変更することができるものとします。  

 

 

 

第３条（ビットキャッシュの入手） 

１．ユーザは、本サイト、または販売代理店において購入する方法、または、当社の認めた

ウェブサイトや本サイトが独自に発行するポイントとの交換や、加盟店等の行うキャンペ

ーンのプレゼントの方法等により、ビットキャッシュを入手することができます。 

  

（略）  

３．ユーザが未成年者の場合、ユーザは、ビットキャッシュの購入について、ご両親等の法

定代理人の承諾を予め得るものとします。また、当社及び販売代理店は、法定代理人の承

諾を確認できない場合等の理由により、ビットキャッシュの販売をお断りする場合がある

ことをユーザは予め承諾するものとします。  

 

（～中略～） 

 

第５条（ビットキャッシュの利用） 

１．ユーザは、当社が本サイト等で説明している使用方法に従って、加盟店で販売している

商品等の購入のためにビットキャッシュを利用することができるものとします。但し、ユ

ーザが２０歳未満の場合には、法定代理人の同意を得た上で行うものとします。  



 ビットキャッシュ利用規約 新旧条文の対照表（改定箇所は下線部分のとおり）  

2 

 

（略）  

６．ユーザと加盟店との取引は、ユーザの責任と費用負担において行われるものとします。

当社は、加盟店を代理するものではなく、また、加盟店との取引を推奨するものではあり

ません。このため、当社は加盟店に関連して発生したユーザまたは第三者の損害について、

一切の責任を負わないものとします。  

 

 

（～中略～） 

 

第８条（禁止事項） 

ユーザは以下の各号に掲げる行為を行い、又は、行っているおそれがあると合理的に判断さ

れる行為をしてはならないものとします。 

（略） 

（２）加盟店サイトにおいて、その利用者から金銭等（ビットキャッシュを含む）を詐取す

る行為  

（３）第三者が保有するビットキャッシュのひらがな IDを使用して、ビットキャッシュ決済

サービスを使用する行為  

（４）加盟店でない者が、ユーザに対してビットキャッシュを要求する行為 

 

（５）ビットキャッシュを第三者に譲渡（有償・無償問いません。）その他の処分をする行為  

（６）ユーザに発生した権利の全部又は一部を第三者に対して譲渡（有償・無償問いません、）

その他の処分をする行為  

（７）偽造又は変造されたビットキャッシュをビットキャッシュ決済サービスで使用する行

為  

（８）販売代理店以外で入手する等、当社の定めた方法以外でビットキャッシュを入手する

行為  

（９）ビットキャッシュを、ビットキャッシュ決済サービスを利用する以外の目的で使用す

る行為  

（１０）当社又は第三者の権利又は法律上の利益を侵害する行為  

（１１）当社又は第三者の信用、名誉を毀損する行為 

（１２）犯罪行為 

（１３）公序良俗に反する行為  

（１４）法令に違反する行為  

（１５）本規約に違反する行為 

（１６）ビットキャッシュの利用を妨げる行為  

（１７）当社のビットキャッシュその他のサービスの運営を妨げると当社が判断する行為 

 

第９条（ビットキャッシュ決済サービスの利用停止） 

１．当社は、前条（禁止事項）に違反する行為があった場合又はそのおそれのあると判断し

（略）  

６．ユーザと加盟店との取引は、ユーザの責任と費用負担において行われるものとします。

当社は、加盟店を代理するものではなく、また、加盟店との取引を推奨するものではあり

ません。  

７．当社は加盟店に関連して発生したユーザまたは第三者の損害について、一切の責任を負

わないものとします。  

 

（～中略～） 

 

第８条（禁止事項） 

ユーザは以下の行為を行ってはならないものとします。 

 

（略） 

（２）加盟店サイトを通じて、加盟店の利用者から金銭（ビットキャッシュを含む）を詐取

することを目的としてビットキャッシュ、ビットキャッシュ決済サービスを使用する行為  

（３）ユーザ以外の者が保有するビットキャッシュのひらがな ID を使用して、ビットキャ

ッシュ決済サービスを使用する行為  

（追加） 

 

（４）ビットキャッシュを第三者に処分する行為  

（５）ユーザに発生した権利の全部又は一部を第三者に対して処分する行為  

 

（６）偽造又は変造されたビットキャッシュをビットキャッシュ決済サービスで使用する行

為  

（７）販売代理店以外で入手する等、当社の定めた方法以外でビットキャッシュを入手する

行為  

（８）ビットキャッシュを、ビットキャッシュ決済サービスを利用する以外の目的で使用す

る行為  

（９）当社又は第三者の権利又は法律上の利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為  

（１０）当社又は第三者の信用、名誉を毀損する行為又はそのおそれのある行為  

（１１）犯罪行為又はそのおそれのある行為  

（１２）公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為  

（１３）法令に違反する行為又はそのおそれのある行為  

（追加） 

（１４）その他、ビットキャッシュの利用を妨げる行為  

（追加） 

 

第９条（ビットキャッシュ決済サービスの利用停止） 

１．当社は、本規約第８条（禁止事項）に違反する行為があった場合又はそのおそれのある
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た場合、当該ビットキャッシュの利用の全部又は一部を停止又は無効とすることができる

ものとします。 なお、同一のひらがな ID に、当該ビットキャッシュと前条（禁止事項）

に違反していないビットキャッシュが合算されていた場合につき、当該ひらがな IDにかか

る前条（禁止事項）に違反していないビットキャッシュの利用も、あわせて無効となるこ

とにつき、ユーザは予めこれを承諾するものとします。 

（略） 

 

（～中略～） 

 

第１１条（ビットキャッシュ決済サービスの終了） 

（略） 

２．前項につき、資金決済法等の法令に従った方法によりビットキャッシュ決済サービスの

終了を告知し、ビットキャッシュの払戻の措置を行った場合について、当社は、ユーザ又

は第三者に発生した損害について責任を負わないものとします。  

 

（～中略～） 

 

第１４条（免責・非保証） 

１．当社が必要と判断した場合には、ユーザにあらかじめ通知することなくいつでもビット

キャッシュ決済サービスの内容を変更し、または、ビットキャッシュ決済サービスの提供を

停止することがあります。ただし、ビットキャッシュ決済サービスの本旨に係る部分の変更

については、事前又は事後直ちにユーザに通知するものとします。 

２．当社は、ユーザの希望に応じて提供されたものであるか否かにかかわらず、本サイト、

又はユーザ宛ての電子メールにおいて提供した情報の認識可能性、着信可能性、正確性、信

頼性、有益性その他の事項について保証いたしません。  

３．当社は、ユーザが行う端末ごとや IPアドレスごとなどのアクセス制限については、悪意

ある攻撃を受けた場合、その効果を保証しないものとします。  

４．当社は、当社によるビットキャッシュ決済サービスの提供の中断、停止、終了、利用不

能又は変更、ユーザがビットキャッシュ決済サービスに送信したデータ等の削除又は消失、

ユーザの登録の抹消、ビットキャッシュ決済サービスの利用によるデータ等の消失又は機器

の故障若しくは損傷、その他ビットキャッシュ決済サービスに関してユーザが被った損害に

つき、賠償する責任を一切負わないものとします。 

５. 当社は、ユーザ間の通信や活動に関与しません。万一ユーザ間で紛争や問題が生じた場

合には、当該ユーザ間の責任と費用でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与しま

せん。 

６. ユーザと第三者との間で紛争が生じた場合には、ユーザは自身の責任と費用でこれを解

決するものとし、当社はこれに一切関与しません。 

７. ユーザは、本サイトからリンクされているウェブサイトが、それぞれのサービス運営者

の責任のもとに運営されていること、また、本サイトに掲載されている各種広告からリンク

と判断した場合、当該ビットキャッシュの利用を停止し、または、残額をゼロにすること

ができるものとします。  

 

 

 

（略） 

 

（～中略～） 

 

第１１条（ビットキャッシュ決済サービスの終了） 

（略） 

２．前項の場合、当社は、ユーザ又は第三者に発生した損害について何ら責任を負わないも

のとします。  

 

 

（～中略～） 

 

第１４条（免責・非保証） 

ユーザは、本サイトからリンクされているウェブサイトが、それぞれのサービス運営者の責

任のもとに運営されていること、また、本サイトに掲載されている各種広告からリンクされ

ているウェブサイトが広告主の責任により運営されていることを了承するものとします。ま

た、当社は、これらのウェブサイトについて、違法性、正確性、道徳性、コンピュータウィ

ルスに感染していないことや、ユーザが意図していない情報を含まないものであることなど

のいかなる保証をするものではなく、これらのウェブサイトの利用や掲載商品、サービス等

を推奨するものではありません。 
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されているウェブサイトが広告主の責任により運営されていることを了承するものとしま

す。また、当社は、これらのウェブサイトについて、違法性、正確性、道徳性、コンピュー

タウィルスに感染していないことや、ユーザが意図していない情報を含まないものであるこ

となどのいかなる保証をするものではなく、これらのウェブサイトの利用や掲載商品、サー

ビス等を推奨するものではありません。 

８. 当社は、ビットキャッシュ決済サービスが全ての端末に対応していることを保証するも

のではなく、また、仮にビットキャッシュ決済サービスの利用開始時に対応していた場合で

も、ビットキャッシュ決済サービスの利用に供する端末の OSのバージョンアップ等に伴いビ

ットキャッシュ決済サービスの動作に不具合が生じる可能性があることについて、ユーザは

予め承諾するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの

修正等により当該不具合が解消されることを保証するものではありません。 

９. 当社は、ビットキャッシュ決済サービスに関連してユーザが被った損害について、当社

に故意又は重過失があったときを除き、一切賠償の責任を負いません。なお、当社に故意又

は重過失があった場合、又は、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の

損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社がユーザに対して損害賠償責任を負う場合に

おいても、当社の賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接か

つ通常の損害に限られるものとし、かつ、損害の事由が生じた時点から遡って過去 1 年間に

当該ユーザから現実に受領したビットキャッシュ決済サービスの利用料金の総額を上限とし

ます。 

 

第１５条（反社会的勢力等の排除） 

当社は、ユーザを暴力団又はその構成員等の反社会的勢力等、若しくは、反社会的勢力等

と関連があると判断した場合、当社の提供する一切のサービスの利用を拒否し、ビットキャ

ッシュを無効にするなどの対応をとることができるものとします。 

 

（～中略～） 

 

第１７条（処分等の禁止） 

１. ユーザは、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規約に

基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に対する譲渡、承継（合併、会社分割等による包

括承継を含みます。）し又は担保の目的に供することはできません。 

２. 当社がビットキャッシュ決済サービスにかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事

業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにユーザの登録情報その他

の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、ユーザは、かかる譲渡につき予

め同意したものとみなします。 

 

第１８条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行

不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５条（反社会的勢力） 

当社は、ユーザを暴力団又はその構成員等の反社会的勢力、若しくは、反社会的勢力と関

連があると判断した場合、当社の提供する一切のサービスの利用を拒否し、ビットキャッシ

ュの残高をゼロにするなどの対応をとることができるものとします。 

 

（～中略～） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有します。当社及びユーザは、当該無効

若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために本規約を必要な範囲

で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等

の効果を確保できるように努めるものとします。 

 

第１９条（準拠法及び専属的合意管轄） 

１. 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとします。 

２. 当社との間に紛争が生じたときは、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

 

改定 令和２年４月１日 

 

 

 

 

 

 

第１７条（準拠法） 

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとします。 

 

第１８条（合意管轄） 

当社との間に紛争が生じたときは、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

 

  


